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5 月 臨 時 会

　

こ
の
た
び
、
五
月
臨
時
会
に
お
き
ま
し
て
、
議
員
の
皆

様
方
か
ら
ご
推
挙
い
た
だ
き
、
掛
川
市
議
会
議
長
に
就
任

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
ま
こ
と
に
光
栄

で
あ
り
、
責
任
の
重
要
さ
を
痛
感
し
身
の
引
き
締
ま
る
思

い
で
あ
り
ま
す
。

　

経
済
状
況
は
少
し
回
復
の
兆
し
が
見
え
て
き
た
も
の
の
、

大
震
災
の
影
響
を
受
け
厳
し
い
財
政
運
営
が
強
い
ら
れ
て

い
ま
す
。
行
政
の
や
る
べ
き
こ
と
は
何
か
、
議
会
の
果
た

す
役
割
は
何
か
を
し
っ
か
り
見
極
め
、
住
民
自
治
を
司
る

議
会
と
し
て
、
皆
様
に
信
頼
さ
れ
る
市
民
参
加
の
議
会
と

な
る
よ
う
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、
東
日
本
大

震
災
の
津
波
被
害
は
甚
大
で
、
福
島
第
一
原
発
の
事
故
も

収
拾
の
目
処
が
立
た
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
国
を
挙
げ

て
の
復
興
は
大
変
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
中
部
電
力
が
浜

岡
原
子
力
発
電
を
国
の
指
導
で
全
面
停
止
し
た
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。
当
市
に
お
い
て
も
、
震
災
に
向
け
た
津
波
対

策
を
は
じ
め
防
災
対
策
が
急
務
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

健
康
医
療
日
本
一
を
目
指
し
、
平
成
二
十
五
年
開
院
の

新
病
院
建
設
は
質
の
高
い
医
療
を
目
指
し
全
議
員
で
取
り

組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
そ
し
て
何
よ
り
も
今
後
の
事
業
に

は
選
択
と
集
中
が
必
要
と
な
り
、
財
政
の
健
全
化
を
図
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
掛
川
に
住
ん
で
よ
か
っ

た
と
言
わ
れ
る
ま
ち
づ
く
り
に
全
力
を
傾
注
し
取
り
組
ん

で
ま
い
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
皆
様
に
は
一
層
の
ご

支
援
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
、
就
任
の
ご
あ
い
さ
つ

と
致
し
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
五
月
臨
時
会
に
お
き
ま
し
て
、

議
員
の
皆
様
の
ご
推
挙
を
い
た
だ
き
、
副
議
長

の
要
職
に
就
任
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
身
に
余
る
光
栄
で
あ
る
と
と
も
に
、

職
務
の
重
大
さ
を
痛
感
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。
人
格
識
見
と
も
に
卓
越
し
た
竹
嶋
議

長
の
も
と
、
市
民
の
負
託
に
応
え
、
議
会
が
公

正
、
円
滑
に
運
営
さ
れ
ま
す
よ
う
、
議
長
を
補

佐
し
、
重
責
を
果
た
し
て
ま
い
る
覚
悟
で
あ
り

ま
す
。

　

地
方
議
会
の
あ
り
方
が
種
々
論
じ
ら
れ
て
い

る
昨
今
、
本
市
議
会
と
し
て
も
、
改
め
て
市
民

代
表
と
し
て
の
機
能
、
立
法
機
能
、
行
政
監
視

機
能
を
十
分
に
兼
ね
備
え
た
議
会
、
市
民
の
た

め
の
真
の
政
治
を
行
う
議
会
へ
と
変
革
を
遂
げ

て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
上
で
、
市
民
、
行
政
、
議
会
が
一
体
と

な
り
、
本
市
が
抱
え
る
多
く
の
課
題
に
立
ち
向

か
い
、
乗
り
越
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。誰
も
が
住
み
た
く
な
る
ま
ち
、

希
望
が
み
え
る
ま
ち
の
実
現
に
向
か
っ
て
、
全

身
全
霊
を
も
っ
て
取
り
組
ん
で
ま
い
る
所
存
で

あ
り
ま
す
。

　

今
後
と
も
市
民
の
皆
様
の
ご
指
導
、
ご
協
力

を
切
に
お
願
い
申
し
上
げ
、
就
任
の
ご
挨
拶
と

い
た
し
ま
す
。

副議長
大石與志登

議　長
竹嶋善彦

議　　案　　名 議決内容
牛淵川新橋左岸下部工工事委託契約の締結について 原案可決
牛淵川新橋右岸下部工工事変更委託契約の締結について 原案可決
専決処分の承認を求めることについて（平成23年度掛川市一般会計補正予算（第１号）） 承 認
専決処分の承認を求めることについて（掛川市国民健康保険税条例の一部改正） 承 認
掛川市監査委員の選任について 同 意
議会基本条例制定特別委員会の設置について 原案可決
防災対策特別委員会の設置について 原案可決
議会だより編集特別委員会の設置について 原案可決

５月臨時会における議案の審議結果一覧

　５月 16 日に臨時会を開催し、正副議長の選挙を行いました。
そのほか、市長提出等の８議案を審議し、
いずれも原案のとおり、可決・承認・同意されました。

議長に竹
たけしま

嶋善
よしひこ

彦氏を選出
副議長に大

おおいし

石與
よ し と

志登氏
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防災対策

議会基本
条例制定

水 野　 薫 竹 嶋 善 彦 堀 内 武 治 松 井 俊 二
草 賀 章 吉 川 瀬 守 弘 鳥 井 昌 彦 佐 藤 博 俊

山 﨑 惠 司 榛 葉 正 樹 山 崎 恒 男 鈴 木 正 治
山 本 行 男 桒 原 通 泰 加 藤 一 司 内 藤 澄 夫

大 庭 博 雄 中 上 礼 一 豊 田 勝 義 雜 賀 祥 宣
鈴 木 久 男 柴 田 正 美 髙 木 敏 男 大石與志登

佐 藤 博 俊 柴 田 正 美 山 﨑 惠 司 大 庭 博 雄
堀 内 武 治 草 賀 章 吉 鳥 井 昌 彦 水 野　 薫

豊 田 勝 義 竹 嶋 善 彦 鈴 木 久 男 草 賀 章 吉 鳥 井 昌 彦
雜 賀 祥 宣 榛 葉 正 樹 柴 田 正 美 堀 内 武 治 大 庭 博 雄

山 本 行 男 山 崎 恒 男

松 井 俊 二 川 瀬 守 弘 山 﨑 惠 司 水 野　 薫 内 藤 澄 夫
鈴 木 正 治 中 上 礼 一 加 藤 一 司 佐 藤 博 俊 大石與志登

桒 原 通 泰 髙 木 敏 男

堀 内 武 治 竹 嶋 善 彦 鈴 木 久 男 豊 田 勝 義 佐 藤 博 俊
髙 木 敏 男 榛 葉 正 樹 柴 田 正 美 鈴 木 正 治 内 藤 澄 夫

川 瀬 守 弘 山 崎 恒 男 鳥 井 昌 彦 雜 賀 祥 宣
山 本 行 男 草 賀 章 吉 大 庭 博 雄 大石與志登
中 上 礼 一 山 﨑 惠 司 松 井 俊 二
桒 原 通 泰 加 藤 一 司 水 野　 薫

山 崎 恒 男 川 瀬 守 弘 鈴 木 久 男 鈴 木 正 治
榛 葉 正 樹 山 本 行 男 草 賀 章 吉 水 野　 薫

加 藤 一 司
鳥 井 昌 彦 内 藤 澄 夫

竹 嶋 善 彦 堀 内 武 治 鳥 井 昌 彦 髙 木 敏 男 内 藤 澄 夫
竹 嶋 善 彦 草 賀 章 吉 山 﨑 惠 司 大 庭 博 雄
竹 嶋 善 彦 桒 原 通 泰 雜 賀 祥 宣
竹 嶋 善 彦 山 本 行 男 山 崎 恒 男 鈴 木 正 治 大石與志登
竹 嶋 善 彦 加 藤 一 司 豊 田 勝 義
竹 嶋 善 彦 榛 葉 正 樹 中 上 礼 一 柴 田 正 美 松 井 俊 二 佐 藤 博 俊
竹 嶋 善 彦 内 藤 澄 夫 大石與志登
竹 嶋 善 彦 川 瀬 守 弘 堀 内 武 治 水 野　 薫
竹 嶋 善 彦 鳥 井 昌 彦
竹 嶋 善 彦 鈴 木 久 男

竹 嶋 善 彦

大石與志登

5月臨時会において

市議会の役職が決定しました

新しい
議会構成
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インフォメーション

  ４月
 １４日 ● 東海市議会議長会定期総会（鈴鹿市）
 ２１日 ● 議会運営委員会
  ● 市議会全員協議会

   ５月
 ９日 ● 議会運営委員会
  ● 議員懇談会
１１日 ● 議員懇談会
１３日 ● 議会運営委員会
１６日 ● 掛川市議会第２回 ( ５月 ) 臨時会

【６月】
 13日 本会議（議案の提案説明）
 21日 本会議（一般質問）
 22日 本会議（一般質問）
 23日 本会議（議案質疑、委員会付託）
  常任委員会
 27日 企業会計決算特別委員会
【７月】
 ４日 本会議
  （委員長報告、質疑、討論、採決）

　傍聴は、議会活動に触れる最も身近な方法です。
　手続きは、本会議当日、市庁舎５階の議会事務
局受付で行います。住所、氏名を記入していただ
ければ、どなたでも傍聴できます。お気軽にお出
かけください。
　なお、６月定例会より一般質問が行われる当日
の本会議開始時刻が９時となる予定です。

【お詫びと訂正】
　かけがわ市議会だより５月１日号４ペー
ジの「新病院建設・地域医療対策特別委員会」
に誤りがありました。
　（誤）  3,667平方メートル
　（正） 43,667平方メートル

　また、10ページの「柴田議員の一般質問」
にも誤りがありました。
　（誤）不良債権
　（正）不良債務

お詫びして訂正いたします。

掛川市議会に設置されている委員会を紹介します。

 ◆常任委員会 
　市の事務に関する所管事務の調査および議案、請願
などの審査を行います。委員の任期は、条例で定めて
おり、掛川市の場合は、１年となっています。
　各常任委員会の所管事項は次のとおりです。
●総務委員会　　　
　総務部、企画政策部、消防本部、出納局、監査委員、
選挙管理委員会、公平委員会及び水道部の所管に属す
る事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項
●文教厚生委員会
　健康福祉部、教育委員会及び市立総合病院の所管
に属する事項

●環境産業委員会
　環境経済部、都市建設部及び農業委員会の所管に
属する事項
 ◆議会運営委員会 
　議会の運営を円滑、効率的に進めるために、会期や
提出議案など、議会運営の全般について協議し、意見
などの調整を図る場として設置されています。
　委員会定数は８名です。

 ◆特別委員会 
　特定の案件を審査するために、必要に応じて議決に
より設置される委員会のことをいいます。
　この委員会は、特別な調査を目的としているため、
調査終了まで設置されます。
●新病院建設・地域医療対策特別委員会（24名）（21年度から継続）
　新病院を建設すべく一部事務組合設立から負担割
合やアクセス計画等の課題、病院跡地利用や地域医
療のあり方について調査・研究を行います。
●議会基本条例制定特別委員会（12名）
　議会運営や議会のあり方、役割等の基本原則を定
める条例について調査・研究を行います。
●防災対策特別委員会（12名）
　市民の生命、財産を守る防災対策について調査・研
究を行います。
●議会だより編集特別委員会（８名）
　市民へ市政や市議会の情報を提供する「かけがわ
市議会だより」の編集・発行を行います。

議 会 日 誌 議会を
傍聴して
みませんか

６月
定例会の
予定
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